
令和7年9月 

自己開発センター 
 
 
 

認定講習会 

電気取扱業務安全衛生特別教育 
（低圧電気取扱のみ） 

☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★ 
 

◎ 講習会申込期間：10月６日(月)～10月 31日(金) 

        ※受講定員３０名（予定） 
 

◎ 講 習 会 日 程       ：全１回(７時間) 

講習日 時 間 講習日程 講習会場 

11月30日(日) 
(受付：8：40～) 

9:00～17:10 
詳細は 

後日案内 

８号館 

８．２０１教室 
 

◎ 講 師    ：金沢労働基準協会からの派遣講師 
 

◎ 教  材：講習会にて配布（テキスト代は受講料に含む） 
 

◎ 受講料および申込方法 

受 講 料：￥ ７，７００円（テキスト代込み）  

申込窓口：自己開発センター(８号館２階) 

申込方法：受付期間中にポータルサイトより仮申込をし、印刷した申込

用紙に学園用証紙を貼り付け提出してください。 
 

◎ 注  意 
・ 修了試験を行い合格者に全国共通の修了証を後日授与します。 

・ この講習は『認定講習』です。遅刻・欠席は認められませんので注意してくだ

さい。 

・ 低圧電気取扱のみで講習は１日です。 

 
☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆ 
 

労働安全衛生法により、労働者が電気取扱業務に携わる場合に、事業者は安全衛生のため

の特別教育を実施しなければいけません。しかし、全事業者がこの教育を実施することは事

実上困難であるため、各都道府県の労働基準協会が事業者に代わってこの特別教育を実施し

ています。 

電気を利用する実験実習機器の操作を行う場合や、卒業後、電気取扱業務に就く学生に対

して、金沢労働基準監督署と金沢労働基準協会のご協力により、この特別教育を実施します。 

現代社会では電気をなくして成り立ちません。電気系の学生だけでなく全ての学生が関わ

りをもっています。電気を安全に使うためにも必要な知識が得られます。 

講習会の申込 


